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過疎地域持続的発展計画とは？
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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年３月３１日法
律第１９号。以下「過疎法」という。）第８条に基づき、過疎地域の市町
村が地域の持続的発展を目指すために制定する計画

過疎法で規定された、一定の期間内の人口に関する要件と自治体の財政力に関する要件を満たした自治体のこと。
築上町は町単位で過疎の要件を満たしているので、町全体が過疎法上の過疎地域である。

【参考】過疎法上の過疎地域とは？

過疎地域の要件
人口要件（長期①、長期②、中期のいずれか)、かつ、財政力要件を要件たす

期間 基準値
人口（S50） 人口（H27） 減少率 財政力指数 条件

25,545 18,587 -27.2% 0.34 該当
人口（H27） 高齢者人口（H27） 高齢者比率 条件

18,587 6,367 34.3% 非該当
人口（H27） 若年者人口（H27） 若年者比率 条件

18,587 2,508 13.5% 非該当
人口（S50） 人口（H27） 減少率 条件

25,545 18,587 -27.2% 該当
人口（H2） 人口（H27） 減少率 条件

24,383 18,587 -23.8% 該当
財政力指数 条件

0.34 該当

※　財政力指数が全町村平均（0.40）以下の場合、「23％以上減少」に緩和（財政力が低い市町村に対する人口減少率要件の緩和）

財政力要件
・公営競技収益40億円超除く

財政力指数 H29 ～ R元
全市町村平均
 (0.51以下) →

人口要件(中期)
人口減少率
(中期)

H2 → H27
 (25年間)

人口減少団体平均
(21%以上減少) →

→
人口減少率
(長期)

種類 指標
基本的な要件(過疎法第2条)

S50→ H27
(40年間)

23 %以上減少 →

人口要件(長期②)
・高齢者比率又は若年者比率を満たす場合、
　人口減少率の基準値を緩和
・25年間の人口増加率10%以上除く

高齢者比率 H27 同上(35%以上) →

若年者比率 H27 同上(11%以下)

築上町

人口要件(長期①)
・25年間の人口増加率10%以上除く

人口減少率
 (長期)

S50→ H27
(40年間)

人口減少団体平均
(28%以上減少 ※ ) →



築上町過疎地域持続的発展計画の計画期間
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令和３年度

から

令和７年度まで

※ 計画は令和３年９月に策定



築上町過疎地域持続的発展計画の目標と実績
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項目 内容

人口目標 令和７年度末までに人口１８，０００人を目指す

社会増減 令和１２年には、人口の社会増減が均衡することを目指す

数値目標

実績

項目
現状値

令和３年度 令和４年度

人口目標 １７，２９９人（令和４年３月末） １６，９７２人（令和５年３月末）

社会増減 ▲１２５人 ▲５９２人



築上町過疎地域持続的発展計画に基づき令和４年度に実施した主な事業
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過疎計画上の施策区分 事業内容 事業費（千円）

移住・定住・地域間交流の促進、
人材育成

移住・定住促進事業 ７５０

産業の振興 小川ダムパイプライン改修事業 ３７，３６０

地域における情報化 避難行動要支援者システム導入 ４，９７２

交通施設の整備、交通手段の確保 町道下別府船迫線 玉仙跨線橋 新設・既設撤去 １４６，０３３

生活環境の整備 椎田処理区下水道施設整備 ２２４，０００

子育て環境の確保、高齢者等の保
健及び福祉の向上及び増進

子ども医療費対策事業費 ６０，６７７

地域文化の振興等 旧蔵内氏庭園保存整備事業 １４，８９４


